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（ 1 ） 

吹田市保健所条例を次のとおり公布します。 

 

  令和元年１２月２７日 

 

 

吹田市長 後 藤 圭 二 

 

 

吹田市条例第３７号 

 

吹田市保健所条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号。以下「法」とい

う。）第５条第１項の規定に基づき本市に設置する保健所に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（名称、位置及び所管区域） 

第２条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 吹田市保健所 

⑵ 位置 吹田市出口町１９番３号 

⑶ 所管区域 市内全域 

（保健所運営協議会） 

第３条 法第１１条の規定に基づき、本市に、市長の附属機関として、吹田市保健所

運営協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。 

２ 運営協議会は、委員１１人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者、保健医療関係団体又は市内の公共的団体の代表者、事業者

及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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（ 2 ） 

（執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

２ 執行機関の附属機関に関する条例（昭和３２年吹田市条例第３０２号）の一部を

次のように改正する。 

別表市長の部吹田市立総合福祉会館及び吹田市立保健センター運営審議会の項を

削る。 

（吹田市立総合福祉会館条例の一部改正） 

３ 吹田市立総合福祉会館条例（昭和６２年吹田市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（運営審議会） 

第１２条 会館の運営について審議するため、本市に、市長の附属機関として、吹

田市立総合福祉会館運営審議会（以下「運営審議会」という。）を置く。 

２ 運営審議会は、委員１０人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験者その他規則で定める者のうちから、市長が委嘱し、又は任

命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


